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• 事業の運用改善

• 公共ライドシェア（自家用有償旅客運送）

• 日本版ライドシェア（自家用車活用事業）
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タクシー、乗合タクシー及び自家用有償旅客運送に関する制度・運用等の改善策
（R5.11以降順次実施）
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【施策①】営業所ごとの法人タクシー車両の最低車両台数の緩和
→ Ｒ５．１１．２４ 近運自二公示第39号で措置済み

R5.11.24近運自二公示第39号
「法人タクシー事業の許可及び認可等の申請に関する審査基準 における最低車
両数の弾力的取扱いについて」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/R5.11.24sinsakijun-
saiteisharyousuutoriatukai.pdf



【施策②】営業所等の施設設置要件の緩和
→Ｒ５．１０．３１ 近運自二公示第36号で措置済み

R5.10.31近運自二公示第36号
「法人タクシー事業の許可及び認可等の申請に関する審査基準について」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/R5.10.31sinsakijun-houjin.pdf



【施策④】地方部にＵターン等した個人タクシー事業の経験者の活用
→Ｒ６．１．２５ 近運自二第43号公示改正にて措置済み



公共ライドシェア（「自家用有償旅客運送」：道路運送法第７８条２号）の運用改善①
（R6.4.26 他)

道路運送法第７８条
自家用自動車（事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。）は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
２号 市町村、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定め
る者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送
（以下「自家用有償旅客運送」という。）を行うとき。
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R5.12.28見直し済
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公共ライドシェアの運用改善② （R6.4.26他）
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水・金 0時台～3時台 100台
金・土 17時台～翌日5時台 510台

不足車両数（R6.4.26公表）

R6.5 公表した不足車両数の半分を許可

神戸市域交通圏
（黄色で塗りつぶしたエリア）

金・土 16時台～翌日5時台
当該営業区域のタクシー車両数の5％
（対象曜日・時間帯、車両数について、不足する場合の例外あり）

タクシー会社に実施意向がある場合のみなし不足車両数

神戸市域交通圏
以外のエリア

営業区域内の自治体が、特定の曜日及び時間帯に
おける不足車両数を兵庫陸運部へ申し出た場合は、
その内容を不足車両数とみなす。

または

まずは兵庫陸運部にご相談を
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日本版ライドシェア（「自家用車活用事業」：道路運送法第７８条３号） （Ｒ６．３．２９～）

現在の許可車両 水・金 50台
金・土 255台

「日本版ライドシェアのバージョンアップ」として対象となる日時の拡大
が行われている



日本版ライドシェアの導入状況 （Ｒ６．１２．１１）
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日本版ライドシェアのバージョンアップ（Ｒ６．９．４時点）
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雨天時における供給車両数・時間帯の拡充（R6.6.28～）
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酷暑時における供給車両数・時間帯の拡充（R6.8.5～）
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（１）タクシー事業者がイベント主催者又は周辺地方公共団体からの要請を受けて実施する場合
●イベント主催者等が日本版ライドシェアの拡充を求める旨の要請書をタクシー事業者に提出する。

●要請書に記載の時間帯・車両数の範囲内において、運輸支局等は拡充を認める。

（２）タクシー事業者団体が関係地方公共団体と調整・相談の上実施する場合
●タクシー事業者団体は、実施理由・期間・地域・車両数等を記載した実施計画書を作成の上、関係
地方公共団体と調整・相談する。
●実施計画書記載の範囲内において、運輸支局等は時間帯・車両数の拡充を認める。

イベント時における供給車両数・時間帯の拡充
（R6.8.5～ R6.10.25一部変更）

• イベント開催時及び花見や紅葉等のシーズンにおける、一時的な観光客等の移動需要の増加に対応するため、
タクシー事業者がイベント主催者等から要請を受けた場合に加え、タクシー事業者団体が関係地方公共団体と
調整・相談した場合においても、日本版ライドシェアの供給拡充を可能とする。

日本版ライドシェアの供給拡充を認める手順

（※）

※タクシー事業者団体は、実施状況について継続的に関係地方公共団体に情報共有する。

※運輸支局等は、交通渋滞の悪化等の外部不経済を招くことのないよう、必要に応じて供給の適正化を図る。
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災害時・復旧復興時における活用（R6.9.10～）
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鉄道等の遅延時における日本版ライドシェアの活用（R6.10.11～）

• 特に大都市圏における鉄道については、大幅な遅延が生じた場合に拠点駅で旅客が滞留するケースがある。

• 荒天や事故などにより鉄道等の公共交通機関に遅延が生じ運行再開する見込みがない場合、タクシーに

よる区域外運送とあわせて日本版ライドシェアによる輸送を可能とする。

【対応策】

① 鉄道による振替輸送

② バスによる代替輸送

＋
③ タクシーによる輸送
（道路運送法第20条第1号に基づく区域外運送を含む）

④ 日本版ライドシェアによる輸送

■2024年8月9日に発生した地震の影響により鉄道が終日運転見合わせ
を決めたため、鉄道利用者が海老名駅に滞留し、他の輸送機関の到着
を待っている様子。（神奈川新聞より）

※運輸局等が輸送ニーズを把握し、供給車両数等を適時適切に判断する。

【活用可能なケース】

鉄道等の運行再開までに概ね3時間以

上要する場合及びそれに準ずる遅延等が

見込まれる場合

※タクシー等による輸送対応を速やかに実施できるよう、地方運輸局等は、

鉄道事業者及びバス・タクシー事業者団体との連絡体制を構築する。
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